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【相続対策とは】
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「相続対策」という言葉を聞くと、
① 多くの方がいかに相続税を安くできるか。

② 「うちには関係ない」・「うちは揉めるほど財産もない」と言われることをよく耳にし
ますが･･･ 本当にそうでしょうか？

① 相続税の対策は、相続税が課税されるご家庭のみが必要とされるもの
② 家庭裁判所に相続関係（遺産分割）で持ち込まれる事件のうち、遺産額が5,000

万円以下の案件が全体の78％を占めております。
なお、そのうち1,000万円以下の案件は36％で、相続税が課税されないご家庭

でも訴訟や調停が起きているのが現状です。
遺産分割の争いはどのご家庭でも起こるため、対策が必要とされます。

１ 争族対策･･･････ 相続人間の争いを防ぐように。

２ 相続税対策･････ 相続税の納税負担を認められる範囲で抑える。

３ 納税資金対策･･･ 納税は金銭一括納付が原則。納税できる資金確保も重要

したがって必要な対策は
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【遺産分割事件件数・遺産額別事件割合】
令和6年司法統計年報 3家事編 第52表より作成各年の司法統計年報 ３家事編 より作成

家庭裁判所へ持ち込まれた遺産分割争いの案件は年々増加傾向にあ
り、ここ２０年で約1.6倍となっております。

相続争いの中で全体の約78％は、遺産額5,000万円以下の家庭となっ
ております
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【相続対策の手順イメージ】

１ 相続財産の一覧作成（財産のみならず、債務も含む）

２ 相続税のシミュレーション（下記４の内容も考慮に入れつつ）

３ 財産のうち整理できるものは整理する（対策も検討しつつ）

４ 財産を各相続人に振り分けることを検討（確実にこの財産は誰にを決定）

５ 遺言作成（争族対策）/【遺留分には注意】

６ 相続税対策/行き過ぎた行為は注意
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【相続対策の手法（一部の例示）】
争族対策

相続税・納税資金対策
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財産のリスト化と開示･･･リスト化して家族に共有する。
公正証書遺言の作成・・・付言事項の記載や遺留分に注意。
家族会議の実施・・・・・・・家族間の調整の場を設け、スムーズな対応。
不要な財産を整理・・・・・相続までに整理することにより、スリム化もしくは現金化。

生前贈与の活用・・・生前贈与の活用により相続財産を減少させる。
（贈与時期などにより相続税が課税される可能性あり。）

孫への贈与も検討（公平にしないと争族になる恐れあり。）

孫を養子にする・・・・法定相続人が増加するため、基礎控除額・非課税限度額が増
加し、相続税の節税が可能。
（孫の相続税負担は２割増しになるので注意。）
（相続税の節税が先行にならないように注意が必要。）

財産の組み替え・・・・現金⇒不動産へ（評価減可能）、賃貸物件（さらに評価減）、
保険に加入し、非課税制度を適用しつつ、納税資金の確保

利用方法の変更・・・・不動産の利用方法の変更により、小規模宅地等の特例規定
の適用を可能にする など
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【遺言の種類（普通方式）】
秘密証書遺言公正証書遺言自筆証書遺言

（保管制度未利用）内 容

作成した証書を封筒に入れ、証書
に使ったものと同じ印章で封印する。
その際、封入、封印は遺言者自身で
行なう。証書の封印完了後、公証役
場で遺言の存在を確認することが必
要。その際、公証人1名と2名以上の
証人も必要。

証人2名以上の立会いの下に、遺言
者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝
え、公証人が遺言者の口述内容を筆
記する方法で作成。

遺言者自身が日付、氏名、財産
の分割内容等の全文（目録を除
く。）を自筆し、押印して作成。

作成方法

・遺言の内容を遺言者自らが記載す
るため、遺言者以外に知られること
がなく作成できる。
・遺言の存在を明確にできる。

・要件不備等により無効となるおそ
れがない。
・原本は公証役場にて保管されるた
め、紛失、隠匿、偽造のおそれがな
い。
・検認手続が不要。

・遺言者が単独で作成できる
（遺言の存在、内容を秘密にでき
る。）。
・費用がかからない。メリット

・公証役場へ支払う費用がかる
・公証人は遺言の「内容」まで確認
をするわけではないので、遺言とし
ての要件が欠けてしまう場合がある。
・検認手続が必要
・遺言書の滅失・隠匿の心配は残る。

・公証役場へ支払う費用がかかる
・証人には遺言の内容を知られてし
まう。

・要件不備等により無効となるお
それがある。
・遺言の紛失、隠匿、偽造のおそ
れがある。
・検認手続が必要。

デメリット

※ 家庭裁判所の検認
遺言書（公正証書遺言、法務局において保管される自筆証書遺言を除く）の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知

った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在

における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手
続きではない。
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【遺留分制度①】

遺留分の割合

配偶者 子 父母 兄弟姉妹
配偶者 ー １/２ １/２ ー ー ー
配偶者 子 １/２ １/４ １/４ ー ー
配偶者 父母 １/２ １/３ ー １/６ ー
配偶者 兄弟姉妹 １/２ １/２ ー ー ー
ー 子 １/２ ー １/２ ー ー
ー 父母 １/３ ー ー １/３ ー
ー 兄弟姉妹 ー ー ー ー ー

相続人の範囲 遺留分合計
各人の遺留分割合

遺留分とは

相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の
相続人（＝遺留分権利者）には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)を言
います(民1042条)。

旧民法下では、遺留分権利者が遺留分の権利行使をしたときは、価額弁償が行わ
れない限り、財産等の共有状態が生じていた（遺留分減殺請求権）。

しかし、共有状態となった場合、事業承継の支障となるなどの事情から改正法では、
遺留分権利者の権利は、金銭債権として整理された（遺留分侵害額請求権）。
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【遺留分制度②】
遺留分を算定するための財産の価額【民1043、1044条】

＝①「相続開始時における被相続人が有していた財産の価額」
＋②「相続開始前10年前までに行われた相続人に対する贈与した財産の価額」※
＋③「相続開始前1年前までに行われた第三者に対する贈与した財産の価額」※
－④「被相続人の債務の全額」

※ 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた生前贈与は、時期を問わ
ず、そのすべてが算入される。負担付贈与が行われた場合には、その目的の価額から負担の
価額を控除した額となる。また、不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分
権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与
とみなす。 なお、生前贈与がなされた財産の価額の評価基準時は、相続開始時となる。

遺留分の消滅時効【民1048条】

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺
贈があったことを知った時から1年間、又は相続開始の時から10年間行使しないときは、時効によ
って消滅する。

他方、遺留分侵害額請求権の行使によって生じた金銭債権の消滅時効は、通常の債権と同じく
、その金銭債権の発生したときから５年間である（民166条）。
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【メ モ】
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【遺産の分割と相続税申告】

民法（遺言）

相続税法、租税特別措置法

遺産分割

相続税申告

期限なし

10か月以内

相続発生

民法（遺産分割）

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【相続税の申告状況】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

（出典）「MyKomon:2026年春号令和8年3月1日発行」



11

【相続税の計算の仕組み】

第２段階 税額計算

・・・令和６年１月以降は７年以内となりました（ただし実務的には、段階的に７年となります。）。

第１段階 財産計算

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【相続税に関する基礎知識】

3,000万円＋600万円×法定相続人の数

【相続税率】

控除額税率法定相続分に応ずる取得金額

－10％1,000万円以下

50万円15％3,000万円以下

200万円20％5,000万円以下

700万円30％1億円以下

1,700万円40％2億円以下

2,700万円45％3億円以下

4,200万円50％6億円以下

7,200万円55％6億円超

【基礎控除額】

兄弟姉妹父母子配偶者

――１／２※１／２第一順位

―１／３※―２／３第二順位

１／４※――３／４第三順位

【相続人と法定相続分】

※ 複数いる場合には頭割り

【遺 留 分】

１／３相続人が直系尊属のみ

１／２上記以外

※ 兄弟姉妹には、遺留分は設けられていません。
各人の実質的権利は上記割合に法定相続分を乗じます。
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【贈与の課税制度について】
暦年贈与課税制度・相続時精算課税制度の比較

（出典）中小企業税制パンフレット（中小企業庁「令和７年度版」）
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14

【贈与税率について（暦年贈与課税）】

【一般贈与財産用】（一般税率）

控除額税率基礎控除後の課税価格

－10％200万円以下

10万円15％300万円以下

25万円20％400万円以下

65万円30％600万円以下

125万円40％1,000万円以下

175万円45％1,500万円以下

250万円50％3,000万円以下

400万円55％3,000万円超

【特例贈与財産用】（特例税率）

控除額税率基礎控除後の課税価格

－10％200万円以下

10万円15％400万円以下

30万円20％600万円以下

90万円30％1,000万円以下

190万円40％1,500万円以下

265万円45％3,000万円以下

415万円50％4,500万円以下

640万円55％4,500万円超

【特例贈与財産用】
贈与を受けた年の１月１日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【相続と贈与の関係】

暦年贈与課税制度

相続税贈与税

補完する役割

亡くなった方の
税の精算

相続税計算に加算・・・当初は３年 ⇒ 改正により７年

相続時精算課税制度【平成15年に創設】（考え方）

高齢化社会において、高齢者層の所有する財産を早期に次世代へ移転（生前贈与）
し、経済の活性化を促すことを目的として創設されました。

他の相続財産と同様に相続時点
（令和6年以降は110万円控除）

相続時精算課税
の贈与の課税時点

相続・贈与一体

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【暦年贈与課税の持ち戻しについて①】
改正前 ３年

令和６年１月１日以降の贈与について
（実際には段階的に７年となる）

改正後 ７年

R６年
１/１

７年持ち戻し３年持ち戻し

R９年
1/１

３年前（従来）
R５年
６/８

３年１１か月

R12年
12/3１

R10年
４/３０

１年４か月

R13年
1/1

４年

R８年
６/８

相続発生日

３年前（従来）

３年前（従来）

３年前（従来）

３年前（従来）

※ 相続開始前３年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を加算する。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【暦年贈与課税の持ち戻しについて②】
暦年贈与課税の持ち戻しの大前提【相法19抜粋】

相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前七年以内にその相続に
係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者につ
いては、その贈与により取得した財産（括弧書き省略）を相続税の課税価格に加算し
た価額を相続税の課税価格とみなし・・・以下省略

持ち戻しの対象となる方は、相続の際に財産を取得した者に限られる。

相続の際に財産を取得しない方への贈与は、相続の際に影響しない。

暦年贈与課税の税額計算と注意点

【贈与税の課税価額（非課税財産を除く） － 基礎控除額（110万円）】 ×税率

持ち戻しの対象となる価額 贈与税の計算上、この範囲であれば課税
されないが、相続税の計算では持ち戻しの
対象となり、課税される可能性がある。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【贈与税の非課税財産（抜粋）】
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得し

た財産のうち通常必要と認められるもの

「扶養義務者」とは、次の者を言います。

① 配偶者、直系血族、兄弟姉妹
② 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
③ 三親等以内の親族で生計を一にする者

「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用（教育費を除く。）

をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの（保険金又は損害賠償金により補
てんされる部分の金額を除く。）を含みます。

「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等を

いい、義務教育費に限らない。

「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事

情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【暦年課税と精算課税の比較】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

内 容 暦年課税制度 相続時精算課税制度

・７年を経過すれば、相続税とは切り離せる ・2,500万円までは、一旦無税で財産を移せる（別途、基礎控除110万円あり）

・多くの相手に贈与が可能 ・多額に贈与ができる。

・推定相続人以外であれば７年以内を気にする必要はない。 ・基礎控除110万円は、相続の持ち戻しから除かれる。

（相続時に財産を取得していない前提） ・相続税の計算に当たり、控除しきれない贈与税額は還付される。

・申告期限から６年（もしくは７年）で時効が成立する。 ・価格固定効果がある。

・税制改正に対応がしやすい。 ・土地建物に関して災害が生じた場合の価値下落を考慮できる。

・累進税率が採用され、相続税率よりも高い税率である。 ・１度採用した場合には、撤回できない。

・多額の贈与の場合、贈与税が高くなる。 ・相続時に精算する義務がある。

・110万円以下の贈与も７年以内のものは持ち戻しの対象となる。 ・将来価値が下落するものには適していない。

・相続税の債務控除の対象から除かれる。 ・相続税の計算に改正があった場合、影響を受ける可能性がある。

・相続税の計算に当たり、控除しきれない贈与税額は還付できない。 ・受贈者が特定贈与者より先に死亡した場合に、精算課税に関する権利義務

・小規模宅地等の特例は適用できない。 を受贈者の相続人が引き継ぐこととなる。

・贈与税の時効が実質に適用されない。

・小規模宅地等の特例は適用できない。

メリット

デメリット
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【メ モ】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【事業承継とは】

所有（自社株式）

経営（代表権）

承 継

先代経営者 後継者

１ 事業承継の目的（ゴール設定）
２ 現状確認・分析
３ 承継可能性の検討（場合によっては解散・清算）
４ 承継方法の検討（親族内・従業員承継、M＆Aなど）
５ 自社株や組織に関する問題整理
６ 実行

【事業承継における流れや検討事項】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【現状分析シート】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
（出典）「京都府事業承継・引継ぎ支援センター」

□ 会社概要 □ 沿革 □ 事業承継における経営課題の整理
会社名
住所
資本金
従業員
業種
事業内容
□ 主要株主 □ 親族関係者

保有株式数（株）

□ 経営者資産状況等 □ 会社財務状況

自宅土地
自宅家屋
現預金
その他

合計
特記事項 特記事項

□ SWOT分析

 ４．円滑な事業承継への骨子

会社

経営者

後継者

発行済株式数 #####
#DIV/0!

A氏
B氏
C氏
D氏

その他2名

自社の強味 自社の弱み（経営課題）

事業機会 事業脅威

売上高
経常利益
当期利益
総資産
純資産

 ３．経営課題の整理

 ２．事業の分析

優先度課題 解決の担い手

借入残高

備考

続柄

項目 評価額（円）

備考 氏名 年齢

 １．会社の概要

株主名 割合
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

備考

備考 項目 金額（千円）
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【承継方法の検討】
社外への引継ぎ役員・従業員承継親族内承継内 容

・広く適任者を外部に

求めることができる

・会社の売却利益を得

ることが出来る

・買収側の事業内容に

よっては相乗効果が

期待できる

・経営者としての能力

のある人材を見極めて

承継することが可能

・長期間働いてきた従

業員等であれば経営方

針等の一貫性を保つこ

とが可能

・周囲から心情的に

受け入れられやすい

・後継者の育成に時

間をかけることが可能

・所有と経営の一体

的な承継が期待でき

る

メリット

・買い手が見つかるか

どうか

・条件交渉が難しい

・事業方針などを引き

継ぐことが難しい

・他の従業員等の兼ね

合いを考慮

・株式の買取りのため

の資金力が問題となる

・親族内に適任者が

いない可能性あり

・相続税等の問題も

生じるため他の親族

への配慮が必要

デメリット

本業の強化、内部統

制（ガバナンス）の体

制の構築

親族株主の了解を得て

親族間の調整を行うこ

と

「引き継ぐに値する企

業であるか」を問われ

ている認識を持つ

ポイント

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【承継方法の検討（ポイント）】

・ 後継者の選定
・ 人材流出の可能性

・ 株式に対する納税
・ 株主構成の明確化

株 主

経営者

保証人

・ 経営者保証の承継

・ 事業承継税制の検討
・ 安定株主・敵対的株主の整理

・ 適正な選定、後継者教育
・ 従業員・取引先への周知

・ 個人保証に係る交渉
・ 経営者保証ガイドラインの活用

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【事業承継計画書】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

（出典）「事業承継ガイドライン（第３版）」
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【会社機関の確認】
定 款

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

履歴事項全部証明書

会社のルールブック（運営規則）

（出典）「Legal Media」

①商号区②目的区③株式・資本区④役員区⑤会社状態区⑥登記記録区

最近確認されて
いますか？

実態と一致して
ますか？
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【株式の承継に関する課税関係】

所有（自社株式）

承 継

先代経営者 後継者

譲渡相続贈与承継方法

先代経営者後継者後継者課税対象者

所得税相続税贈与税税金種類

一定（超過累進）超過累進超過累進（一定）税 率

・約20％の税率で

済むが購入資金を
どうするか

・換金性が低い割
に評価が高くなる
可能性がある

・相続税より税率
が高い
・遺留分の問題

留意点

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【所得税の計算体系】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
（出典）「福岡税理士事務所」
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【所得税率について（ミニマムタックスは除く）】
【所得税率】（総合、山林、退職）

控除額税率課税される所得金額

－5％195万円以下

97,500円10％330万円以下

427,500円20％695万円以下

636,000円23％900万円以下

1,536,000円33％1,800万円以下

2,796,000円40％4,000万円以下

4,796,000円45％4,000万円超

※ 他に10％の住民税が課されます

【所得税率】（土地建物等の譲渡）

税率所得種類

15％長期譲渡所得

30％短期譲渡所得

※ 他に住民税として
長期譲渡所得の場合5％
短期譲渡所得の場合9％の住民税が課されます。

【長期譲渡所得】
譲渡した年の1月1日においての所有期間が5年超

【短期譲渡所得】
譲渡した年の1月1日においての所有期間が5年以下

【所得税率】（株式等の譲渡）

住民税も含め、長期譲渡所得と同様

※ 令和9年より基準所得税額につき、防衛特別所得税１％（創設）、復興特別所得税1.1％（現行2.1％）を所得税
と併せて申告・納付することになります。

復興特別所得税の課税期間は、令和19年から令和29年までの10年間延長される。
防衛特別所得税の課税期間は、令和9年から当分の間とする。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【固定合意・除外合意】

（出典）中小企業庁

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【国外転出（贈与等）時課税 】
１ 国外に転出時に有価証券等に係る未実現利益に課税（要件あり）
２ 居住者から非居住者への贈与・相続についても同様の取扱い
３ 納税猶予制度などもあります

国 内 国 外

非居住者

国外へ拠点を移す

所有する（贈与等した）有価証券等を
時価で売却したものとみなして未実
現利益に対して所得税課税

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【国外転出（贈与等）時課税】

次の１及び２のいずれにも該当する居住者が対象
１ 所有する有価証券等の金額の合計額が1億円以上である者
２ 国外転出（贈与等）の日前10年以内に、国内に住所又は居

所を有していた期間の合計が5年超である者

１ 国外転出時に有していた有価証券等を譲渡せずにその国外転出の日から５年以内に

帰国等した場合

２ 有価証券等を贈与等により移転を受けた非居住者が、その有価証券等を譲渡せずに

その贈与等の日から５年以内に帰国等した場合⇒国外転出（贈与等）時の課税を取り消すことができる（４カ月以内に更正の請求）。

対象者

注意点（相続の場合）

お亡くなりになられた方のその年の確定申告は、お亡くなりになった日の翌日から４カ月

以内に行う必要があります（「準確定申告」といい、申告義務は相続人）。

なお、相続人の中に非居住者がいた場合、4カ月以内に有価証券等の分割が決まれば

良いのですが、決まらなかった場合には、相続人が法定相続分に応じて取得したものと

仮定して、非居住者の法定相続分を譲渡したものとみなして所得税が課税されます。⇒遺言書を作成し相続を確定させておくことも対策のひとつです。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.



33

【国外転出（贈与等）時課税】

国外転出時課税制度の納付についてのフロ－チャ－ト

（出典）「国外転出時課税制度のあらまし」（「国税庁:平成27年5月」）

納税猶予制度の要件

① 国外転出時までに納税管理人の届出を行うこと
② 納税猶予分の所得税額及び利子税に相当する担保の提供
③ 確定申告書に納税猶予を受けようとする旨を記載
④ 継続届出書を提出（毎年）

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【メ モ】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【改正：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化の見直し（ミニマムタックス）】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

（出典）財務省「令和5年度 税制改正の解説」



36

【改正：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化の見直し（ミニマムタックス）】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

（出典）財務省「令和8年度 税制改正パンフレット」

令和７年より 令和９年より
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【改正：極めて高い水準の所得に対する負担の適正化の見直し（ミニマムタックス）】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

例

所得内容が株式等の譲渡所得のみであると仮定した場合において、改正前と改正後の税額
の影響額はどうなりますか？（上段：改正前、下段：改正後）

パターン 所得金額 所得税 復興税 住民税 令和７年追加税額 税額合計
1 340,000千円 51,000千円 1,071千円 17,000千円 0千円 69,071千円
2 600,000千円 90,000千円 1,890千円 30,000千円 0千円 121,890千円
3 1,000,000千円 150,000千円 3,150千円 50,000千円 0千円 203,150千円
4 1,040,000千円 156,000千円 3,276千円 52,000千円 484千円 211,760千円
5 2,000,000千円 300,000千円 6,300千円 100,000千円 70,908千円 477,208千円

パターン 所得金額 所得税 防衛・復興税 住民税 令和９年追加税額 税額合計 税額差額
1 340,000千円 51,000千円 1,071千円 17,000千円 438千円 69,509千円 438千円
2 600,000千円 90,000千円 1,890千円 30,000千円 39,421千円 161,311千円 39,421千円
3 1,000,000千円 150,000千円 3,150千円 50,000千円 99,394千円 302,544千円 99,394千円
4 1,040,000千円 156,000千円 3,276千円 52,000千円 105,392千円 316,668千円 104,908千円
5 2,000,000千円 300,000千円 6,300千円 100,000千円 249,328千円 655,628千円 178,420千円

（例）【340,000千円-165,000千円】×30％＝52,500千円 ＞ 51,000千円＋1,071千円＝52,071千円
∴ 【52,500千円-52,071千円】×102.1％≒438千円（追加税額）
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【改正：貸付用不動産の評価の見直し】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

（出典）税理士法人名南経営「令和８年度図解税制改正のポイント」
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【改正：貸付用不動産の評価の見直し】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

通達発遣日
の５年前

相続・贈与日
の５年前

通達発遣日 相続・贈与日

改正の影響なし

土地取得

改正の影響あり

改正の影響なし

改正の影響あり

建物取得

経過措置

この土地の上
に建物を建築

パターン１

パターン２

改正の影響なし

改正の影響あり
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【改正：企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

（出典）税理士法人名南経営「令和８年度図解税制改正のポイント」

※ 令和８年４月１日以後に開始する事業年度より適用されます。
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【メ モ】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【注意事項】

・資料内容には、個人的な見解も含まれて
おります。

・対策内容などに関しては、税務リスクを保
証するものではございませんので、十分な
検討を行った上で、ご対応ください。

・計算例の数値は、簡易的に計算している
部分もありますので、ご注意ください。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.



【弊社概要】
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ご清聴ありがとうございました。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【参 考 資 料】
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【株式の評価について（特定評価会社以外）】

１ 取引相場のある株式（上場株式等）

→ 取引相場

２ 取引相場のない株式（同族会社など）

→ 財産評価基本通達に基づき株価を算定

① 純資産価額方式・・・会社の実態から株価を算出⇒ 株主の持分である純資産を時価（財産評価基本通達）ベース
で評価したもの（含み益に対して38％の控除あり）

② 類似業種比準価額・・・上場会社の平均株価を利用して株価を算出⇒ 配当金額・利益金額・純資産価額の３要素が株価に影響。
上場会社の株価に自社の３要素を計算に反映して評価したもの

③ 配当還元価額・・・支払配当の金額を基に株価を算出⇒ 配当を支払っていない場合には、最低価格で評価します。

※ 一般的に①⇒②⇒③の順番で株価が安くなると言われています。
①と②の評価を併用した方法もあります。

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【取引相場のない株式の評価の今後】

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

1. 原則的評価方式の一つである類似業種比準

方式の評価額が純資産価額方式の評価額に
比して想定程度低く算定されていること

2. 特例的評価方式である配当還元方式の還元
率が高いこと

会計検査院からの指摘事項

（出典）「日本経済新聞」
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【対策①：不動産活用（P３８の改正は未考慮）】

土地5,000万円を購入し、アパートを5,000万円で建築
（借地権割合60％、借家権割合30％、賃貸割合100％）

１ 不動産を新規取得し貸付ける
２ 法人の株価算定上、課税時期３年以内の新規取得は取引価額で評価

１．土地評価額（貸家建付地として評価減）
5,000万円×80％程度×（１－60％×30％×100％）＝3,280万円

２．建物評価額（固定資産税評価額となり評価減）
5,000万円×50％程度×（１－30％×100％）＝1,750万円

１億円の評価額が5,030万円に圧縮

約4,970万円の財産の圧縮が可能（土地評価減1,720万円＋建物評価減3,250万円）

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

アパート建築
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【対策②：納税猶予制度：事業承継税制】

① 株式の贈与

② 先代経営者の死亡

贈与税の納
税猶予制度

先代経営者 後継者

② 贈与税免除

③ 相続税計算

相続税の納
税猶予制度
（切替確認）

③ 株式を相続で取得
したものとみなす

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.
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【対策②：事業承継税制（一般措置と特例措置）】

（出典）法人版事業承継税制のあらまし（国税庁「令和７年７月更新版」を加筆）

Copyright © 2026 ㈱MHCアドバイザリーサービス All Rights Reserved.

令和９年９月３０日

弾力的

あり
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【対策②：事業承継税制（活用の流れ：贈与版）】

事
業
承
継
計
画
の
検
討

特
例
承
継
計
画
の
作
成
・
提
出

代
表
者
の
交
代

株
式
贈
与
の
実
施

贈
与
税
の
申
告

納
税
猶
予
制
度
の
実
行

代
表
者
退
任
要
件

評
価
な
ど

Ｒ
９
年
９
月
30
日

Ｒ
9
年
12
月
31
日

翌
年
1
月
15
日

認
定
申
請
書
の
提
出

翌
年
3
月
15
日

認
定
書
、
担
保
提
供

年次報告書

継続届出書

５年間は毎年

５年経過後、
3年に１回

継続届出書

年次報告書、
確認書の写し

※ 青色は都道府県へ、緑色は税務署へ提出
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【対策③ 小規模宅地等の特例（評価減）】
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個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において、その相続若しくは遺贈に係る被相
続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族（「被相続人等」という。）の事業の用又は居住の用に
供されていた宅地等（土地又は土地の上に存する権利をいう。）で建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定
のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算
上、下記の「減額割合等」の表に掲げる区分にごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

減額割合等

概 要

②財産を取得した個人に
ついて、一定の要件を満た
す（概要青文字部分）

①生前に宅地等が被相続
人等の事業又は居住の用
に利用（概要赤文字部分）

①と②の要件を満たした宅
地等については、どこかの
宅地等の区分に該当する

課税価格算入額

【例】 特定事業用宅地等（面積500㎡）に該当する１億円の宅地等

１億円－１億円÷500㎡×400㎡×80/100 ＝3,600万円 ⇒ 6,400万円減額効果

（出典）国税庁
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【対策④ 発行会社への譲渡（相続取得）】
１ 発行法人への自社株式の譲渡は、通常、みなし配当（総合課税）
２ 相続取得の場合には、譲渡所得となることもある（分離課税）
３ 取得費加算の特例もあります

株 主 発行法人A

相続人

総合課税から分離課税となるため、

所得税等が減額できるかもしれません。⇒ 手取りが増える結果となります。
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Ａ株式を相続
により取得

Ａ株式を譲渡⇒ みなし配当

Ａ株式を譲渡⇒ 譲渡所得
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【対策④ 発行会社への譲渡（相続取得）】

この期間内に譲渡する

相続税
納付

相続開始
日の翌日

相続税の
申告期限 翌日

10か月 3年

A株式を譲渡

（譲渡対価－（取得費+譲渡費用+売却株式に係る相続税） ＝譲渡所得

土地・建物にも適用がある規定です。
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一定の手続き
あり（届出）


